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自転車を 利用さ れる皆さ んへ
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自転車制動装置不良

自転車の

違反に「 青切符」が導入！

2 0 2 6 年４ 月１日から

青切符（ 交通反則通告制度）と は、 一定の交通違反をし た場合、 反則金

を 納めれば刑事手続き に移行せず、事件が終結さ れる（ いわゆる「 前科」

も つかない）と いう 制度です。一方、飲酒運転や妨害運転等はこ れまでと

同様に赤切符が適用（ 刑事手続き に移行）さ れます。

青切符の
導入について

交通安全
ｅ ラ ーニング

悪質・ 危険な違反が青切符の対象です！（ 一例）

12 ,0 0 0 円

携帯電話使用等（ 保持）

指定場所一時不停止等

6 ,0 0 0 円

横断歩行者等妨害等

※運転免許の
有無は関係なし

対象

16 歳以上

6 ,0 0 0 円

信号無視 ( 赤色等）

詳し く はこ ちら！ し っ かり 学ぼう！

資料７



3 ,0 0 0 円 3 ,0 0 0 円

軽車両乗車積載制限違反
（ 二人乗り 等）

並進禁止違反

6 ,0 0 0 円

車道が原則、左側を通行※１

歩
道

歩
道

通行区分違反（ 右側通行等）

5 ,0 0 0 円

無　 灯　 火

公安委員会遵守事項違反 安全運転義務違反

5 ,0 0 0 円5 ,0 0 0 円 6 ,0 0 0 円

傘差し 運転 イヤホン 等の使用運転※2 手を放し た運転等※3

※3   自転車を 運転すると きは、 自転車のハンド ル、
ブレ ーキその他の装置を 確実に操作し 、かつ、
他人に危害を 及ぼさ ないよう な速度と 方法で
運転し なければなり ません。

※2   安全な 運転に必要な 交通に
関する 音又は声が聞こ える
場合を除きます。

※１   自転車は車道通行が原則ですが、次のよう なと きは

「 普通自転車」は歩道を通行するこ と ができます。

●道路標識や道路標示で 歩道を 通行
するこ と ができると さ れていると き

●13 歳未満の子供や7 0 歳以上の高齢
者又は一定の身体障害を有する方が
運転すると き

●車道又は交通の状況に照らして通行
の安全を 確保するために歩道通行が
やむを得ないと 認めら れると き

青切符の導入により 、検挙後の手続き は大きく 変わり ます。

し かし 、自転車の基本的な交通ルールや交通違反の指導取

締り についての考え方は変わり ません。

2 0 2 5 年11月発行

埼玉県警察マス コ ッ ト

「 ポッ ポく ん」

命を 守るため“ヘルメット ”を 着用し 自転車を安全に利用し ましょ う 。

ただし 、

歩道は歩行者が

優先です！


